












別紙１ 
 
 

北海道最低賃金 
 
１ 適用する地域 
  北海道の区域 
 
２ 適用する使用者 
  前号の地域内で事業を営む使用者 
 
３ 適用する労働者 
  前号の使用者に使用される労働者 
 
４ 前号の労働者に係る最低賃金額 
  １時間 １，０１０円 
 
５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 
  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 
 
６ 効力発生日 
  令和６年 10 月１日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙２ 
 
 

北海道最低賃金と生活保護との比較について 
 
１ 北海道最低賃金 

(１) 件   名   北海道最低賃金 
(２) 最低賃金額   時間額 ９２０円 
(３) 発 効 日   令和４年１０月２日 

 
２ 生活保護水準 

(１) 比較対象者 
１８～１９歳・単身世帯者 

(２) 対象年度 
令和４年度 

(３) 生活保護水準（令和４年度） 
生活扶助基準（第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費）の北海道内の人口加重平均に
住宅扶助の実績値を加えた金額（１０５，４２０円） 

 
３ 生活保護に係る施策との整合性について 

 上記１の（２）に掲げる金額の１箇月換算額（註）と上記２の（３）に掲げる金額と比較
すると北海道最低賃金が下回っているとは認められなかった。 
 
 
（註）１箇月換算額 

920 円（北海道最低賃金）×173.8（１箇月平均法定労働時間数）×0.807（可処分所得の総所得に
対する比率）＝129,036 円 

 


















